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身
の
回
り
に

潜
む
魔
の
手

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
っ
て
？

悪 
質
商
法
に
よ
る
被
害
や
商
品
事
故
の

苦
情
な
ど
の
消
費
生
活
に
関
す
る
相

談
に
応
じ
、
相
談
内
容
に
よ
り
問
題
解
決
の

た
め
の
助
言
や
各
種
情
報
の
提
供
を
行
い
ま

す
。
ま
た
、
必
要
に
応
じ
て
あ
っ
せ
ん
な
ど

を
行
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

～
守
る
た
め
に
～

誰
で
も
相
談
で
き
る
の
？

相 

談
で
き
る
方
は
、
市
内
在
住
、
在
勤
、

在
学
し
て
い
る
消
費
者
で
す
。
相
談

内
容
は
、「
悪
質
な
訪
問
販
売
で
、
商
品
を

購
入
さ
せ
ら
れ
た
」「
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
の
ト
ラ

ブ
ル
が
う
ま
く
解
決
し
な
い
」「
こ
ど
も
が
、

お
も
ち
ゃ
で
ケ
ガ
を
し
た
」と
い
っ
た
商
品
や

サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
苦
情
や
事
業
者
と
の
ト

ラ
ブ
ル
に
つ
い
て
の
相
談
、
消
費
生
活
に
関

す
る
問
い
合
わ
せ
な
ど
で
す
。

情
報
は
ど
う
生
か
さ
れ
る
の
？

消 

費
者
が
セ
ン
タ
ー
に
持
ち
込
ん
だ
苦

情
は
、
同
種
事
例
の
問
題
解
決
に
大

い
に
参
考
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
悪
質
な
事

例
な
ど
を
公
表
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
被
害

の
未
然
防
止
や
拡
大
防
止
に
役
立
ち
ま
す
。

さ
ら
に
、
同
様
の
事
例
が
頻
発
す
る
な
ど
し

て
法
規
制
や
制
度
の
問
題
な
ど
が
あ
き
ら
か

に
な
れ
ば
、
事
業
者
や
関
係
省
庁
に
情
報
提

供
や
要
望
な
ど
を
行
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

他
の
機
関
と
の
連
携
は
？

協 

力
し
て
解
決
に
当
た
っ
て
い
ま
す
。

例 

え
ば
、
多
重
債
務
や
複
雑
な
法
律

問
題
に
つ
い
て
は
弁
護
士
会
な
ど
と
、
ま
た

商
品
事
故
の
原
因
究
明
な
ど
は
、
国
民
生
活

セ
ン
タ
ー
な
ど
と
協
力
し
て
い
ま
す
。 

な
お
、

ご
相
談
の
内
容
に
よ
っ
て
は
、
よ
り
適
切
な

機
関
を
ご
紹
介
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
の
現
状

か 

す
み
が
う
ら
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

が
開
設
し
た
平
成
20
年
の
相
談
件
数

は
77
件
で
し
た（
図
１
）。
相
談
日
を
増
や
し

た
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
年
々
相
談
者
の

数
は
増
え
、
平
成
24
年
に
は
過
去
最
高
の

２
９
３
人
か
ら
相
談
が
あ
り
ま
し
た
。

　

相
談
の
内
容
は
、
ア
ダ
ル
ト
サ
イ
ト
の
ワ

ン
ク
リ
ッ
ク
請
求
や
出
会
い
系
サ
イ
ト
か
ら

の
高
額
な
利
用
料
請
求
の
相
談
が
、
過
去
３

年
間
ト
ッ
プ
を
占
め
て
い
ま
す
。
請
求
画
面

が
消
え
な
い
と
い
う
相
談
も
、
10
代
～
60
代

と
広
い
年
齢
層
か
ら
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
、

住
宅
ロ
ー
ン
の
返
済
が
困
難
、
税
金
の
滞
納

や
生
活
苦
、
債
務
の
返
済
相
談
な
ど
の
多
重

債
務
問
題
も
例
年
上
位
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

最
近
、
高
齢
者
を
狙
っ
た
未
公
開
株
や
債

券
な
ど
の
代
理
申
し
込
み「
劇
場
型
」の
勧
誘

が
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。
被
害
金
額
も
高

額
で
、
被
害
回
復
に
困
難
を
き
た
し
ま
す
。

ま
た
、
昨
年
度
か
ら
健
康
食
品
の
送
り
つ
け

に
関
す
る
相
談
が
、
全
国
で
多
く
な
り
注
意

喚
起
が
叫
ば
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
住
宅

の
リ
フ
ォ
ー
ム
工
事
の
ト
ラ
ブ
ル
や
食
の
安

心
安
全
・
表
示
の
問
題
な
ど
、
日
常
生
活
に

関
わ
る
問
題
が
多
く
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

相
談
員
か
ら
一
言

年 

々
複
雑
化
す
る
消
費
者
問
題
に
対
応

す
る
た
め
に
、
相
談
員
も
絶
え
ず
情

報
収
集
を
し
て
い
ま
す
。
悪
質
業
者
は
法
の

消
費
者
が
安
心
・
安
全
に
消
費
生
活

を
送
れ
る
よ
う
、
相
談
で
き
る
窓
口

と
し
て
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
を
設
置

し
て
い
ま
す
。

平
成
24
年
は
、
か
す
み
が
う
ら
市

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
に
２
９
３
人
か

ら
相
談
が
あ
り
ま
し
た
。
相
談
の

内
容
は「
携
帯
電
話
で
の
架
空
請
求
」

「
ネ
ッ
ト
通
販
」「
交
通
事
故
相
手
に

次
々
と
症
状
を
悪
化
さ
せ
請
求
さ
れ

た
」な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
す
。
こ
の
よ

う
な
問
題
に
対
し
て
、
助
言
や
情
報

提
供
を
行
っ
て
い
ま
す
。

問
か
す
み
が
う
ら
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　

 　
　
　
　

☎
内
線
２
５
２
８

目
を
く
ぐ
り
、
新
た
な
手
口
で
勧
誘
し
て
き

ま
す
。
情
報
量
や
交
渉
力
の
格
差
で
、
消
費

者
が
不
利
益
を
被
ら
な
い
よ
う
、
情
報
提
供

や
業
者
と
の
斡
旋
交
渉
を
し
て
問
題
解
決
に

当
た
り
ま
す
。「
困
っ
た
な
。
ど
う
し
よ
う
」

と
思
っ
た
ら『
か
す
み
が
う
ら
市
消
費
生
活

セ
ン
タ
ー
』に
電
話
く
だ
さ
い
。

かすみがうら市消費生活センター相談状況

平成 20 年 平成 21 年 平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年

（図１）
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振り込め詐欺被害発生件数・被害額
特

殊

詐

欺

「
特
殊
詐
欺
」と
は
、
面
識
の
な
い
不
特
定
の
者
に
対
し
、
電
話
そ
の
他
の
通
信
手

段
を
用
い
て
、
預
貯
金
口
座
へ
の
振
り
込
み
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
現
金
な
ど

を
だ
ま
し
取
る
詐
欺
を
い
い
ま
す
。
振
り
込
め
詐
欺（
オ
レ
オ
レ
詐
欺
、
架
空
請
求

詐
欺
、
融
資
保
証
詐
欺
、
還
付
金
等
詐
欺
）と
類
似
詐
欺（
金
融
商
品
等
取
引
、
ギ
ャ

ン
ブ
ル
必
勝
情
報
、
異
性
の
交
際
あ
っ
せ
ん
、
そ
の
他
）を
総
称
し
た
も
の
を
言
い

ま
す
。
特
殊
詐
欺
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

※
振
り
込
め
詐
欺
の
新
名
称
が「
母
さ
ん
助
け
て
詐
欺
」「
ニ
セ
電
話
詐
欺
」「
親
心

利
用
詐
欺
」に
決
定
し
ま
し
た
が
、「
振
り
込
め
詐
欺
」も
続
け
て
併
用
さ
れ
ま
す
。

振
り
込
め
詐
欺
の
認
知
件
数　

平 

成
20
年
の
２
万
４
８
１
件
を
ピ
ー
ク

に
年
々
減
少
し
て
い
ま
し
た（
図
２
）。

し
か
し
、
平
成
24
年
が
前
年
と
比
べ
る
と

１
１
５
件
増
加
し
６
３
４
８
件
発
生
し
ま
し

た
。
増
加
し
た
要
因
は
、
オ
レ
オ
レ
詐
欺
と

融
資
保
証
金
詐
欺
が
減
少
し
た
一
方
で
、
架

空
請
求
詐
欺
と
還
付
金
等
詐
欺
の
認
知
件
数

が
増
え
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
す
。

振
り
込
め
詐
欺
の
被
害
額

認 

知
件
数
と
同
じ
く
平
成
20
年
の

２
７
５
億
９
４
３
９
万
円
を
ピ
ー
ク

に
減
少
し
て
い
ま
し
た
が
、
平
成
24
年
は
現

金
や
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
直
接
受
け
取
る

「
受
取
型
」の
割
合
が
増
加
し
た
こ
と
に
よ
り
、

平
成
23
年
よ
り
43
億
５
千
３
３
万
円
増
の

１
５
３
億
６
９
９
１
万
円
と
大
幅
に
増
加
し

ま
し
た（
図
２
）。

振
り
込
め
類
似
詐
欺

認 

知
件
数
、
被
害
額
と
も
に
大
幅
に
増

加
し
て
い
ま
す（
図
３
）。
平
成
24
年

に
大
幅
に
増
加
し
た
要
因
は
、
金
融
商
品
等

取
引
が
振
り
込
め
類
似
詐
欺
全
体
の
認
知
件

数
で
８
割
、
被
害
額
で
９
割
を
そ
れ
ぞ
れ
超

え
た
た
め
で
す
。
平
成
23
年
に
比
べ
て
、
認

知
件
数
、
被
害
額
と
も
に
大
幅
に
増
加
し
、

既
遂
１
件
当
た
り
の
被
害
額
は
１
千
万
円
近

く
に
な
っ
て
い
ま
す
。

認知件数 被害額

平成 22 年度 251 件 約 11 億 5,923 万円

平成 23 年度 983 件 約 76 億 8,531 万円

平成 24 年度 2,345 件 約 203 億 9,501 万円

振り込め類似詐欺
被害発生件数・被害額（図３）

オ
レ
オ
レ
詐
欺

電 

話
を
利
用
し
て
息
子
や
孫
な
ど
を
装

い
、
会
社
で
の
ト
ラ
ブ
ル
、
横
領
な

ど
の
補
填
金
名
目
、
サ
ラ
金
な
ど
借
金
返
済

名
目
、
警
察
官
や
弁
護
士
な
ど
を
名
乗
り
交

通
事
故
示
談
金
名
目
な
ど
で
現
金
を
預
金
口

座
に
振
り
込
ま
せ
る
詐
欺
。
被
害
者
層
は
、

60
歳
代
以
上
の
方
が
全
体
の
約
92
％
。

　

最
近
で
は
、
従
来
の
よ
う
に
金
融
機
関
を

通
じ
て「
振
り
込
ま
せ
る
」も
の
に
加
え
、
犯

人
が
現
金
や
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
直
接
自

宅
な
ど
に
取
り
に
来
る「
振
り
込
ま
せ
な
い
」

振
り
込
め
詐
欺（
い
わ
ゆ
る「
受
取
型
」の
手

口
）が
増
加
し
て
い
ま
す
。

架
空
請
求
詐
欺

不 

特
定
多
数
の
者
に
対
し
、
有
料
サ
イ

ト
利
用
料
金
名
目
、
訴
訟
関
係
費
用

名
目
な
ど
架
空
の
事
実
を
口
実
と
し
料
金
を

請
求
す
る
文
書
、
メ
ー
ル
な
ど
を
送
付
し
て
、

現
金
を
振
り
込
ま
せ
た
り
送
付
さ
せ
る
詐

欺
。
被
害
者
層
は
、
全
年
齢
層
に
分
散
。

融
資
保
証
詐
欺

ダ 
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
電
話

な
ど
を
利
用
し
て
融
資
を
誘
い
、
融

資
を
申
し
込
ん
で
き
た
者
に
対
し
、
保
証
金

な
ど
を
名
目
に
現
金
を
預
金
口
座
な
ど
に
振

り
込
ま
せ
る
詐
欺
。
被
害
者
層
は
、
40
歳
代

以
上
の
男
性
が
全
体
の
約
65
％
。

還
付
金
等
詐
欺

市 

職
員
や
社
会
保
険
事
務
所
の
職
員
を

名
乗
り
医
療
費
や
年
金
の
還
付
金
手

続
き
で
あ
る
か
の
よ
う
に
装
っ
て
、
Ａ
Ｔ
Ｍ

ま
で
誘
導
し
、
Ａ
Ｔ
Ｍ
を
操
作
さ
せ
、
自
己

の
口
座
か
ら
相
手
方
の
口
座
へ
現
金
を
振
り

込
ま
せ
る
詐
欺
。
被
害
者
層
は
、
60
歳
代
以

上
の
方
が
全
体
の
約
95
％
。

金
融
商
品
等
取
引

実 

際
に
は
対
価
ほ
ど
の
価
値
が
な
い
未

公
開
株
、
社
債
な
ど
の
有
価
証
券
や

外
国
通
貨
、
架
空
の
有
価
証
券
な
ど
に
つ
い

て
電
話
や
ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル
な
ど
に
よ
り

虚
偽
の
情
報
を
提
供
し
、
そ
の
購
入
な
ど
の

名
目
で
金
銭
を
だ
ま
し
取
る
も
の
で
す
。

ギ
ャ
ン
ブ
ル
必
勝
情
報

パ 

チ
ン
コ
攻
略
法
や
競
馬
必
勝
法
、
数

字
選
択
式
宝
く
じ
攻
略
な
ど
の
虚
偽

の
情
報
を
提
供
す
る
な
ど
し
た
上
で
、
会
員

登
録
料
や
情
報
料
な
ど
の
名
目
で
金
銭
な
ど

を
だ
ま
し
取
る
も
の
で
す
。

異
性
の
交
際
あ
っ
せ
ん

一 

度
だ
け
異
性
と
会
わ
せ
た
り
、
異
性
に

関
す
る
虚
偽
の
情
報
を
提
供
し
た
上

で
、
会
員
登
録
料
や
保
証
金
な
ど
の
名
目
で

金
銭
な
ど
を
だ
ま
し
取
る
も
の
で
す
。

「
私
は
大
丈
夫
」と

思
っ
て
い
ま
せ
ん
か
!?

そ
ん
な
あ
な
た
ほ
ど

あ
ぶ
な
い
!!

平
成
25
年
の
現
状

３ 

月
末
現
在
、
振
り
込
め
詐
欺
の
認

知
件
数
１
８
７
６
件
、
被
害
額
約

49
億
３
０
６
万
円
。
振
り
込
め
詐
欺
類
似

詐
欺
の
認
知
件
数
６
５
２
件
、
被
害
額
約

42
億
３
９
１
７
万
円
と
な
っ
て
い
ま
す
。
平

成
24
年
の
同
時
期
と
比
較
す
る
と
、
認
知
件

数
は
１
・
５
倍
も
増
加
、
被
害
額
に
つ
い
て
も

１
・
４
倍
増
加
し
て
お
り
昨
年
を
超
え
る
ペ
ー

ス
で
詐
欺
被
害
が
増
え
て
い
ま
す
。
中
で
も

還
付
金
等
詐
欺
が
２
倍
以
上
増
加
し
て
い

る
状
況
で
す
の
で
、
高
齢
者
の
方
が
被
害
に

遭
わ
な
い
よ
う
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。

「認知件数・被害額データ」警察庁ホームページ参照

平成 19 年 平成 20 年 平成 21 年 平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年

（単位：億円）認知件数（左目盛） 被害額（左目盛）
（図２）
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詐

欺

撃

退

電
話
の
声
だ
け
で
犯
人
と
見
破
る
の
は
困
難
で
す
。
犯
人
は
、
あ
ら
か
じ
め
、「
風

邪
を
ひ
い
て
声
が
お
か
し
い
」な
ど
と
、
普
段
と
声
が
違
う
理
由
を
伝
え
て
き
ま
す
。

ま
た
、
だ
ま
さ
れ
ず
に
見
破
っ
た
人
で
も
、
そ
の
多
く
が
、「
電
話
の
声
は
、
実
の

息
子
と
似
て
い
た
」と
の
感
想
を
抱
い
て
い
ま
す
。

詐
欺
に
遭
わ
な
い
た
め
に
、
注
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

撃
退
の
ポ
イ
ン
ト
！

1
オ
レ
オ
レ
詐
欺

　
　

 ｢

電
話
番
号
が
変
わ
っ
た｣

と
い
う
文

言
の
電
話
は
詐
欺
と
疑
う

2
架
空
請
求
詐
欺

　
　

 

身
に
覚
え
の
な
い
請
求
は
無
視
し
て
ま

ず
相
談
す
る

3
融
資
保
証
金
詐
欺

　
　

 ｢

お
金
を
借
り
る
の
に
先
に
保
証
金
を

払
え｣

は
詐
欺

4
還
付
金
等
詐
欺

　
　

 ｢

お
金
を
返
す
か
ら
Ａ
Ｔ
Ｍ
に
行
け｣

は
詐
欺

家
族
の
絆
で
犯
人
撃
退

息 

子
や
孫
な
ど
を
か
た
る
オ
レ
オ
レ
詐

欺
犯
人
か
ら
の
電
話
を
見
破
り
、
被

害
に
遭
わ
ず
に
す
ん
だ
人
が
い
ま
す
。
そ
の

多
く
は
、
犯
人
と
見
破
っ
た
理
由
と
し
て「
本

物
の
息
子（
孫
）と
は
声
や
話
し
方
が
違
っ
た
」

「
話
の
内
容
に
矛
盾
が
あ
っ
た
」な
ど
と
話
し

て
い
ま
す
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
も
、
普
段
の
家
族
間
の
連

絡
頻
度
や
共
有
す
る
情
報
、
信
頼
関
係
な
ど

が
オ
レ
オ
レ
詐
欺
な
ど
の
被
害
防
止
と
密
接

に
関
係
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　

オ
レ
オ
レ
詐
欺
被
害
者
の
約
９
割
は
、
60

歳
以
上
の
高
齢
者
で
す
。 

特
に
、
高
齢
者
の

子
や
孫
世
代（
お
お
む
ね
20
歳
代
か
ら
50
歳

代
）に
あ
た
る
方
は
、
自
分
か
ら
両
親
と
頻
繁

に
連
絡
を
と
る
な
ど
し
て
、
両
親
が
被
害
者

に
な
ら
な
い
よ
う
に
注
意
を
し
て
あ
げ
て
く

だ
さ
い
。

　

ま
た
、
オ
レ
オ
レ
詐
欺
な
ど
に
つ
い
て
家

族
で
話
し
合
い
、
事
前
に「
電
話
で
の
呼
び
掛

け
方
」や「
合
言
葉
」、
あ
る
い
は「
電
話
で『
お

金
を
貸
し
て
』な
ど
と
頼
ん
だ
り
し
な
い
」こ

と
を
約
束
し
て
お
く
な
ど
し
て
、
犯
人
か
ら

の
電
話
に
備
え
て
く
だ
さ
い
。

留
守
番
電
話
作
戦

被 

害
者
の
多
く
は
、「
振
り
込
め
詐
欺
」

に
つ
い
て
、
事
前
に
あ
る
程
度
の
知

識
が
あ
り
ま
す
が
、
身
内
の
ト
ラ
ブ
ル
な
ど

を
告
げ
る
犯
行
電
話
に
よ
っ
て
、
緊
張
感
や

時
間
的
切
迫
感
な
ど
の
ス
ト
レ
ス
か
ら
冷
静

さ
を
失
い
、
熟
慮
す
る
こ
と
な
く
だ
ま
さ
れ

て
い
る
状
況
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
う
な
ら
な
い
た
め
に
も
、
誰
で
も
簡
単

に
で
き
る
対
策
と
し
て
、
高
齢
者
宅
の
電
話

を
、
在
宅
時
で
あ
っ
て
も
常
に
留
守
番
電
話

に
設
定
し
て
お
き
、
犯
人
と
直
接
対
応
す
る

機
会
を
一
旦
遮
断
す
る「
留
守
番
電
話
作
戦
」

の
実
施
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
オ
レ
オ
レ
詐
欺
の

犯
人
が
、
留
守
番
電
話
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
残

し
て
い
る
状
況
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、仮
に
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
残
し
た
と
し
て
も
、
直
接
対
応
し

た
場
合
と
比
較
し
て
落
ち
着
い
た
対
応
が
可

能
と
な
る
の
で
、
犯
行
電
話
で
あ
る
こ
と
を

見
破
り
、
さ
ら
に
は
、
録
音
さ
れ
た
声
を
警

察
は
捜
査
資
料
と
し
て
活
用
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

不審な電話を受けたとき
1 動揺しない、慌てない。電話を切ったあと、すぐに事実を確認する気持ちでいましょう。

2 電話を受けたとき、「詐欺かもしれない！」と疑いましょう。

3 警察や銀行などがキャッシュカードを受け取りに行くことは絶対にありません。

4 すぐにお金を振り込まない。お金を振り込む前に、自分の家族や親戚、警察に相談しましょう。

5 脅迫めいた言動を受けることもありますが、毅然とした態度で接し、すぐに警察に通報しましょう。

6 不審に思うことや心配に思うことがあれば、すぐに警察に連絡しましょう。

被害にあわないための防犯対策
1 ご家族の連絡先を知っていますか？このような電話を受けたときは、それが事実かどうか確認しなければなりま

せん。そこで、緊急時の連絡先として、本人の携帯電話番号や勤務先の電話番号、友人の連絡先などを把握し

ておき、いつでも確実に連絡が取れるようにしておきましょう。また、携帯電話の番号が変わったという電話には、

元の電話番号にかけ直すようにしましょう。

2 電話がつながらない、連絡先がわからないなどで、連絡が取れない場合には、すぐに警察に相談しましょう。

3 還付金等詐欺に気をつけましょう。役所を名乗り、ＡＴＭを操作させお金を返すことはありません。「還付金・

給付金」「携帯持ってＡＴＭ」と電話がかかってきたら警察に相談しましょう。

犯罪被害の未然防止など生活の安全を守るための相談窓口

　最近、土浦警察署管内を中心に「茨城県警のコバヤシ」「土浦署のコバヤシ」「銀
行協会のヤマモト」など、警察や銀行協会職員を名乗る不審電話が相次いでい
ます。内容は「あなたのキャッシュカードが盗難被害にあっていて何百万円かの
被害がある」「お宅で通帳が盗まれていませんか？茨城県で調べたところ数人
いて、その中にあなたの名前があった」など、あなたを不安にさせるものばかり
です。「このような電話がかかってきた際は、相手の要求に対して即決するので
はなく、確認の意味も込めて相手を一度疑ってください。そうすることで被害
防止になります。不審な電話を受けた際は、１１０番や相談窓口に電話してく
ださい。もしくは、最寄りの駐在所に声をかけてください」と話してくれました。

茨城県警察
◇振り込め詐欺通報・相談窓口
　☎０２９・３０１・００７４（オレオレナシ）
　月曜日～金曜日　9 時～ 17 時

◇悪質商法に関する相談
　☎０２９・３０１・７３７９
　　 訪問販売に関すること、電話勧誘販売など、

金融・不動産などの取引、インターネット
取引の被害など

全国共通の相談窓口
◇振り込め詐欺相談窓口
　☎＃９１１０
　 土日、祝日および夜間は、
　「当直」に接続または「留守　　
　番電話」のいずれかになっ
　ています。
　

美並駐在所勤務　小林警部補

市内の駐在所長にインタビュー！

不安を感じたら、すぐに相談してください。


